
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示場所：篠崎地区まちづくり事務所掲示板 

 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 
 

江戸川沿川 篠崎公園地区 ＮＯ.5６ 
２０１6／５／２０ 

 

江 戸 川 区 土 木 部 

 

区 画 整 理 課 

 

日頃から、区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

平成28年4月26日（火）に選挙期日及び選挙人名簿縦覧の公告を行いました。 

そこで、以下のとおり選挙人名簿の縦覧を行います。この名簿に名前のある方が、本地区の土地

区画整理審議会委員選挙の選挙権、被選挙権を有する方となります。 

土地区画整理審議会の選挙人名簿の縦覧を行います 

審議会委員選挙に関する公告(写)の掲示について 

選挙人名簿縦覧期間及び異議申し出期間について 
 

■縦覧期間   平成２８年５月２７日（金）～ 平成２８年６月９日（木） 

■縦覧時間   午前9時から午後５時まで  ※土日も行います 

■縦覧場所   篠崎地区まちづくり事務所（北篠崎２－２６－７） 

※この期間中に選挙人名簿の記載漏れや誤りがある場合に限り、権利者からの異議申し出を受け付けます。 

土地区画整理審議会の選挙に関しては、これまでどおり、まちづくりニュースでお知らせしていく

とともに、篠崎地区まちづくり事務所の掲示板に公告（写）を掲示いたします。 

【 提示場所及び審議会委員選挙において公告する手続 】 

①選挙期日及び選挙人名簿縦覧期日の公告 

②選挙人名簿作成基準日 

③選挙人名簿縦覧期間及び異議申し出期間 

④選挙人名簿の確定及び選挙する委員数の公告 

⑤立候補受付期間 

⑥候補者の氏名・住所並びに選挙場等の公告 
（投票を行わない場合はその旨の公告） 

⑦投票・開票 

⑧当選人の住所・氏名の公告、通知 

4月26日（火） 

5月16日（月） 

6月27日（月） 

7月11日（月） 

7月24日（日） 

7月29日（金） 

5月27日（金）～ 
6月  9日（木） 

6月28日（火）～ 
7月  7日（木） 

 ：公告を行う手続 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別相談会 開催概要 
 

■日 時   平成２８年４月２４日（日）、２５日（月） 

■場 所   篠崎地区まちづくり事務所 

■内 容   移転先の案について 

＜連絡・問い合わせ先＞ 

篠崎地区まちづくり事務所 

仮換地指定・換地処分に関すること  計画換地係   ℡ 5664-2619 

移転・造成工事に関すること       移転造成係   ℡ 5664-2616 

※お電話は平日午前８時３０分から午後５時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

移転先に関する個別相談会を開催しました 

Ｑ：補償金の金額がわからないと移転できないので、建物調査や補償金の概算提示時期を教えてほ

しい。 

Ａ：本地区において一番初めの移転の対象者の方については、平成28年度から平成29年度にか

けて建物調査を順次行っていくように考えています。今後は、移転補償に関する説明会などの

開催を予定しています。 

 

Ｑ：買収した土地が沢山あるので、そこを先に盛土して今住んでいる場所の近くに移転したらいい

のではないか。 

Ａ：先行買収による土地は、この地区に根ざした施設である寺院や幼稚園の土地を地区内に確保

することや減歩による関係権利者の負担軽減を図るため、転出を希望する方から、本区が土

地を先行的に取得したものです。将来は主に道路や緑地の公共用地として置き換わります。 

平成28年4月24日（日）、25日（月）に篠崎地区まちづくり事務所で、上篠崎一丁目北部

土地区画整理事業区域内の土地所有者を対象に、個別相談会を開催しました。お忙しい中お越しい

ただきありがとうございました。 

相談会では、皆さまの移転先となる換地（区画整理後の新しい土地）の案について説明させてい

ただきました。相談会でいただいた質問や意見について紹介します。 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

